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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

中間会計期間
第21期

中間会計期間
第20期

会計期間
自2024年８月１日
至2025年１月31日

自2025年８月１日
至2026年１月31日

自2024年８月１日
至2025年７月31日

営業収益 （千円） 1,529,968 1,757,648 3,159,456

経常利益 （千円） 779,751 1,085,161 1,749,256

中間（当期）純利益 （千円） 524,125 721,849 1,170,354

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 87,357 87,357 87,357

発行済株式総数 （株） 21,153,800 19,753,800 21,153,800

純資産額 （千円） 5,435,976 5,316,702 5,304,785

総資産額 （千円） 6,011,589 6,000,096 6,122,946

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 24.67 36.47 56.09

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 5.00 6.50 10.00

自己資本比率 （％） 90.4 88.6 86.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 662,987 592,874 1,436,997

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △47,473 △238,931 △61,904

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △737,799 △809,438 △1,408,980

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 1,104,197 732,949 1,191,415

 

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間(当期）純利益は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等の

リスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

　　①業績の状況

　当中間会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調が続いている一方で、

不安定な国際情勢による為替相場の変動やエネルギー価格の高騰等、景気の先行きについては依然として不透明な

状況であります。

　このような環境の下、当社は「公正な不動産投資市場を創造する」をビジョンとして、不動産投資ポータルサイ

ト「楽待」を運営してまいりました。

　「楽待」では、有料会員サービス「楽待プレミアム」をリリースし、不動産投資家への有益なコンテンツを充実

させ、会員数の増加策を図るとともに、不動産会社への営業強化を行ってまいりました。特に「楽待公式YouTube

チャンネル」において、わかりやすく不動産投資に関する情報を配信し、「楽待不動産投資相談室」で不動産投資

に関する不安や疑問を解決することで、会員の増加と「楽待」の利用価値の向上に寄与していると考えておりま

す。

　これらの結果、当中間会計期間の営業収益は、1,757,648千円（前年同期比14.9%増）となり、営業利益は972,493

千円（前年同期比43.4%増）、経常利益は1,085,161千円（前年同期比39.2%増）、中間純利益は721,849千円（前年

同期比37.7%増）となっております。また、中間会計期間までの累計ページビュー（PV）数は101,848千PV（前年同

期比23.2%増）、「楽待」ウェブサイト会員数は487千人（前年同期比12.4%増）、物件掲載数は81千件（前年同期比

10.4%増）となっております。

 

　　②財政状態の状況

　当中間会計期間末の総資産は6,000,096千円となり、前事業年度末と比較して122,850千円の減少となりました。

その主な原因は、以下のとおりであります。

 

（流動資産）

　当中間会計期間末の流動資産は1,330,052千円となり、前事業年度末と比較して426,200千円の減少となりまし

た。これは主に、現金及び預金が308,404千円減少及び有価証券が156,378千円減少したこと等によるものでありま

す。

 

（固定資産）

　当中間会計期間末の固定資産は4,670,044千円となり、前事業年度末と比較して303,350千円の増加となりまし

た。これは主に有形固定資産が221,956千円増加したこと等によるものであります。

 

（流動負債）

　当中間会計期間末の流動負債は683,269千円となり、前事業年度末と比較して134,891千円の減少となりました。

これは主に、未払法人税等が62,703千円減少及び前受金が38,955千円減少したこと等によるものであります。

 

（純資産）

　当中間会計期間末の純資産は5,316,702千円となり、前事業年度末と比較して11,916千円の増加となりました。

これは主に、利益剰余金が780,149千円減少及び自己株式が695,624千円減少した一方で、その他有価証券評価差額

金が96,440千円増加したこと等によるものであります。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して458,465千円

減少し、732,949千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、営業活動により獲得した資金は、592,874千円となりました。これは主に税引前中間純

利益1,085,161千円を計上した一方で、法人税等の支払額417,787千円が生じたこと等によるものであります。

 

EDINET提出書類

楽待株式会社(E31248)

半期報告書

 3/19



（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、投資活動により使用した資金は、238,931千円となりました。これは主に有形固定資産

の取得による支出238,931千円が生じたことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、財務活動により使用した資金は、809,438千円となりました。これは自己株式の取得に

よる支出が708,851千円並びに配当金の支払額100,586千円が生じたことによるものであります。

 

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

楽待株式会社(E31248)

半期報告書

 4/19



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2026年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年３月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 19,753,800 19,753,800
東京証券取引所

（スタンダード市場）

単元株式数

100株

計 19,753,800 19,753,800 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年10月17日

（注）
△1,400,000 19,753,800 － 87,357 － 7,355

（注）2025年10月3日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。
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（５）【大株主の状況】

  2026年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

坂口　直大 東京都渋谷区 13,370,600 68.08

ＬＩＣＨＦＩＥＬＤ　ＬＰ

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀

行）

ＮＥＷ　ＳＴＲＥＥＴ　２６　ＪＥ　

－　ＪＥ２　３ＲＡ　ＳＴ.　ＨＥＬＩ

ＥＲ，　ＪＥＲＳＥＹ

（東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号）

410,600 2.09

ＣＡＣＥＩＳ ＢＡＮＫ／ＱＵＩＮＴ

ＥＴ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＳＵＢ

ＡＣ／ＵＣＩＴＳ ＣＵＳＴＯＭＥＲ

Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店）

８９－９１ ＲＵＥ　ＧＡＢＲＩＥＬ　Ｐ

ＥＲＩ　９２１２０　ＭＯＮＴＲＯＵＧ

Ｅ， ＦＲＡＮＣＥ

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１）

382,900 1.95

ＴＡＫＵＭＩ　ＣＡＰＩＴＡＬ　Ｍ

ＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＭＡＳＴＥ

Ｒ　ＦＵＮＤ　ＬＰ

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店）

ＤＥ　（ＣＡＹＭＡＮ）ＬＩＭＩＴＥ

Ｄ，　ＬＡＮＤＭＡＲＫ　ＳＱＵＡＲ

Ｅ，　ＷＥＳＴ　ＢＡＹ　ＲＯＡＤ，　

ＧＲＡＮＤ　ＣＡＹＭＡＮ，　ＫＹ１－

９００６，　ＣＡＹＭＡＮ　ＩＳＬＡＮ

ＤＳ

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１）

352,500 1.79

ＪＰＬＬＣーＣＬ　ＪＰＹ

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

ＦＯＵＲ　ＣＨＡＳＥ　ＭＥＴＲＯＴＥ

ＣＨ　ＣＥＮＴＥＲ　ＢＲＯＯＫＬＹ

Ｎ，　ＮＹ　１１２４５

（東京都新宿区新宿６丁目２７番３０

号）

183,657 0.94

青柳　進矢 東京都北区 160,000 0.81

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番２１号 150,000 0.76

上田八木短資株式会社 大阪市中央区高麗橋２丁目４－２ 104,900 0.53

坂口　幸亜 東京都渋谷区 100,000 0.51

神田　信 東京都中野区 90,100 0.46

計 － 15,305,257 77.93

（注）上記のほか、自己株式が115,242株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 115,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,623,500 196,235
単元株式数

100株

単元未満株式（注） 普通株式 15,100 － －

発行済株式総数  19,753,800 － －

総株主の議決権  － 196,235 －

（注）単元未満株式の株式数の欄には、当社保有の自己株式が42 株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2026年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数

の合計（株）

発行済株式数に

対する所有株式

数の割合（％）

楽待株式会社
東京都中央区

八丁堀三丁目３番５号
115,200 － 115,200 0.58

計 － 115,200 － 115,200 0.58

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2025年８月１日から2026年１月31日

まで）に係る中間財務諸表について、アーク有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年７月31日）
当中間会計期間
（2026年１月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 971,972 663,567

売掛金 461,217 503,925

有価証券 219,443 63,064

前払費用 51,444 38,454

その他 57,769 65,237

貸倒引当金 △5,594 △4,198

流動資産合計 1,756,253 1,330,052

固定資産   

有形固定資産 64,866 286,822

無形固定資産 15,245 10,539

投資その他の資産   

投資有価証券 4,084,959 4,234,419

敷金 134,792 133,928

破産更生債権等 935 2,909

長期前払費用 5,771 4,335

繰延税金資産 61,059 －

貸倒引当金 △935 △2,909

投資その他の資産合計 4,286,582 4,372,682

固定資産合計 4,366,693 4,670,044

資産合計 6,122,946 6,000,096

負債の部   

流動負債   

未払金 77,784 89,991

未払費用 12,274 8,782

未払法人税等 395,600 332,896

未払消費税等 82,870 48,851

前受金 166,251 127,295

預り金 10,279 15,051

賞与引当金 73,100 60,400

流動負債合計 818,160 683,269

固定負債   

繰延税金負債 － 125

固定負債合計 － 125

負債合計 818,160 683,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 87,357 87,357

資本剰余金 7,355 7,355

利益剰余金 5,989,342 5,209,193

自己株式 △810,973 △115,349

株主資本合計 5,273,080 5,188,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,705 128,145

評価・換算差額等合計 31,705 128,145

純資産合計 5,304,785 5,316,702

負債純資産合計 6,122,946 6,000,096
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（２）【中間損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

（自　2024年８月１日
　　至　2025年１月31日）

当中間会計期間
（自　2025年８月１日
　　至　2026年１月31日）

営業収益 1,529,968 1,757,648

営業費用 ※ 851,755 ※ 785,154

営業利益 678,212 972,493

営業外収益   

受取利息 105,668 113,880

有価証券売却益 － 2,003

雑収入 972 90

営業外収益合計 106,640 115,975

営業外費用   

支払手数料 2,543 3,175

雑損失 2,558 131

営業外費用合計 5,101 3,307

経常利益 779,751 1,085,161

税引前中間純利益 779,751 1,085,161

法人税、住民税及び事業税 270,056 355,084

法人税等調整額 △14,430 8,228

法人税等合計 255,626 363,312

中間純利益 524,125 721,849
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（３）【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

（自　2024年８月１日
　　至　2025年１月31日）

当中間会計期間
（自　2025年８月１日
　　至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 779,751 1,085,161

減価償却費 12,041 14,969

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,356 △1,396

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,700 △12,700

受取利息 △105,668 △113,880

売上債権の増減額（△は増加） △40,616 △42,708

未払金の増減額（△は減少） △30,856 △3,923

未払費用の増減額（△は減少） 2,471 △3,491

前受金の増減額（△は減少） △2,542 △38,955

その他 111,593 12,435

小計 745,231 895,511

利息の受取額 112,051 115,150

法人税等の支払額 △194,295 △417,787

営業活動によるキャッシュ・フロー 662,987 592,874

投資活動によるキャッシュ・フロー   

敷金及び保証金の差入による支出 △41,246 －

有形固定資産の取得による支出 △6,227 △238,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,473 △238,931

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △565,230 △708,851

配当金の支払額 △172,568 △100,586

財務活動によるキャッシュ・フロー △737,799 △809,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,050 △2,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,234 △458,465

現金及び現金同等物の期首残高 1,221,431 1,191,415

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,104,197 ※ 732,949
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【注記事項】

（中間損益計算書関係）

※営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 2024年８月１日
　　至 2025年１月31日）

当中間会計期間
（自 2025年８月１日
　　至 2026年１月31日）

給与手当 176,968千円 193,472千円

賞与引当金繰入額 68,000 54,919

貸倒引当金繰入額 3,111 2,250

広告宣伝費 201,491 100,761

退職給付費用 1,438 4,859

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前中間会計期間

（自 2024年８月１日
至 2025年１月31日）

当中間会計期間
（自 2025年８月１日
至 2026年１月31日）

現金及び預金勘定 853,394千円 663,567千円

有価証券勘定に含まれるMMF 125,968 63,064

その他流動資産（証券会社預け金） 124,834 6,317

現金及び現金同等物 1,104,197 732,949
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（株主資本等関係）

Ⅰ．前中間会計期間（自　2024年８月１日　至　2025年１月31日）

１．配当金支払額

決 議
株 式 の

種 類

配 当 の

原 資

配 当 金

の 総 額

１株当たり

配 当 額
基 準 日

効 力

発 生 日

2024年10月24日

定時株主総会

普 通

株 式

利 益

剰 余 金
173,106千円 8.0円 2024年７月31日 2024年10月25日

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

決 議
株 式 の

種 類

配 当 の

原 資

配 当 金

の 総 額

１株当たり

配 当 額
基 準 日

効 力

発 生 日

2025年３月14日

取 締 役 会

普 通

株 式

利 益

剰 余 金
104,414千円 5.0円 2025年１月31日 2025年４月15日

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、2024年９月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式500,000株、2024年12月13日開催の取締役会

決議に基づき、自己株式252,400株を取得しました。これにより、自己株式が565,230千円増加しております。

また、2024年10月４日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月15日に自己株式2,535,000株の消却を実施し

ました。これにより、資本剰余金が964,044千円、利益剰余金が215,117千円、自己株式が1,179,162千円減少

しております。以上の結果等により、当中間会計期間末において資本剰余金が7,355千円、利益剰余金が

5,447,767千円、自己株式が△182,416千円となっております。

 

Ⅱ．当中間会計期間（自　2025年８月１日　至　2026年１月31日）

１．配当金支払額

決 議
株 式 の

種 類

配 当 の

原 資

配 当 金

の 総 額

１株当たり

配 当 額
基 準 日

効 力

発 生 日

2025年10月24日

定時株主総会

普 通

株 式

利 益

剰 余 金
100,697千円 5.0円 2025年７月31日 2025年10月27日

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

決 議
株 式 の

種 類

配 当 の

原 資

配 当 金

の 総 額

１株当たり

配 当 額
基 準 日

効 力

発 生 日

2026年３月13日

取 締 役 会

普 通

株 式

利 益

剰 余 金
127,650千円 6.5円 2026年１月31日 2026年４月14日

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、2025年９月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式500,000株を取得しました。これにより、自

己株式が705,675千円増加しております。また、2025年10月３日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月17

日に自己株式1,400,000株の消却を実施しました。これにより、利益剰余金が1,401,300千円、自己株式が

1,401,300千円減少しております。この結果等により、当中間会計期間末において資本剰余金が7,355千円、利

益剰余金が5,209,193千円、自己株式が△115,349千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ．前中間会計期間（自　2024年８月１日　至　2025年１月31日）

当社は、不動産投資ポータルサイト事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ．当中間会計期間（自　2025年８月１日　至　2026年１月31日）

当社は、不動産投資ポータルサイト事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　当社は、不動産投資ポータルサイト事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分
解した情報は、以下のとおりであります。
 

 
前中間会計期間

（自 2024年８月１日
至 2025年１月31日）

当中間会計期間
（自 2025年８月１日
至 2026年１月31日）

　物件掲載サービス 795,120千円 883,060千円

　提案サービス 229,550 281,550

　広告掲載サービス 281,389 314,051

　セミナー掲載サービス 40,280 36,900

　楽待プレミアム 60,802 81,312

　その他 122,826 160,774

顧客との契約から生じる収益 1,529,968 1,757,648

 

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年８月１日
至　2025年１月31日）

当中間会計期間
（自　2025年８月１日
至　2026年１月31日）

　１株当たり中間純利益 24円67銭 36円47銭

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 524,125 721,849

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益（千円） 524,125 721,849

普通株式の期中平均株式数（株） 21,248,387 19,792,487

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

当社は、2026年３月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議いたしました。

 

１.自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上、及び株主還元の充実を図るため

 

２.自己株式の取得に係る事項の内容

（1）取得対象株式の種類

普通株式

（2）取得し得る株式の総数

250,000株（上限）

（3）株式の取得価額の総額

300,000千円（上限）

（4）取得期間

2026年３月16日から2026年６月15日まで

（5）取得方法

東京証券取引所における市場買付け
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２【その他】

　第21期（2025年８月１日から2026年７月31日まで）中間配当については、2026年３月13日開催の取締役会において

2026年１月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り中間配当を行うことを決議いたしました。

 

配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 127,650千円

１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　６円50銭

支払請求権の効力発生日及び支払い開始日　 2026年４月14日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2026年３月13日

楽待株式会社

取締役会　御中

 

アーク有限責任監査法人

東京オフィス

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 千葉　真人

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 上田　正樹

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている楽待株式会社の

2025年８月１日から2026年７月31日までの第21期事業年度の中間会計期間（2025年８月１日から2026年１月31日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中

レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、楽待株式会社の2026年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定

を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に
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注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し

て限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手し

た証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと

信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評

価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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